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労働基準法による規制
1. 長時間労働の法規制

厚生労働省, 「時間外労働の上限規制わかりやすい解説（2019年4月施行）」より抜粋

特別条項の有無に関わらず、時間外労働と休日労働の合計が
・月100時間未満
・複数月(2～6ヶ月)平均80時間以内
・年720時間以内
でなければならない（労働基準法36条）

2,3,4,5,6ヶ月の平均が
“全て”80時間以内

※罰則あり
6ヵ月以下の懲役

または
30万円以下の罰金
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労働安全衛生法による対応
1. 長時間労働の法規制

厚生労働省, 「医師による長時間労働面接指導実施マニュアル」より抜粋

面談が義務になるのは・・・
・80時間以上で「労働者の申し出がある」場合
・高プロ・研究開発では100時間以上が「申出なし」でも

「100時間超で面談義務」
ではない！

※高プロ、研究開発、医師除く
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時間外労働に応じて、すべきことは？
1. 長時間労働の法規制

■ 0時間超え

■ 時間外労働が 45時間/月以上

・特別条項の締結（労基法36条5）

・「臨時的な特別の事情」の届出

・健康福祉確保措置（労基法36条7告示）

・36協定の締結・労働基準監督署への届出（労基法36条）

■ 時間外＋休日労働が 80時間/月以上

・従業員本人への超えたことの通知（安衛則52条2）

・勤務状況・疲労蓄積状況・心身の状況の確認（安衛則52条4）

・申出があった従業員に対する面接指導の実施（安衛則52条3）

■ 時間外＋休日労働が 100時間/月以上

・高プロ・研究開発業務は面談が義務

・早期の是正への取り組み
時間外労働の摘発事例が
増えてきている！

「時間外＋休日」の合計
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「健康福祉確保措置」とは
2.長時間労働者への対応

1. 労働時間が一定時間を超えた労働者に医師による面接指導を実施

2. 深夜労働(22～5時)の回数を一定回数以内とする

3. 終業から始業までに一定時間以上の継続した休息時間を確保（勤務間インターバル）

4. 代償休日又は特別な休暇を付与

5. 健康診断を実施

6. 年次有給休暇の促進（まとまった日数連続して取得することを含め）

7. 心とからだの健康問題についての相談窓口を設置

8. 必要な場合には適切な部署に配置転換をすること

9. 必要に応じて、産業医等による助言・指導を受け、又は労働者に産業医等による保健指導を受けさせること

（平成30年9月7日 厚生労働省告示第323号, 第8条）

45時間を超えた場合には、以下のいずれかの施行を届出に記載

【ポイント】

・措置は「法律基準以上」のレベルで行う必要がある
例：面接指導実施を「80時間以上で申出」→「80時間以上で“義務”」or「“60時間”以上で申出」

・書いたことは的確に実行する必要性がある
人によってやらない、などの対応は認められない

・実施状況の記録を3年間保存する必要がある（安衛則17条2）
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80時間超過者への対応
2.長時間労働者への対応

超過した時間について本人に通知＋産業医に情報提供
＆

疲労蓄積度自己診断を行う＋産業医に結果提供
＆

産業医面談の希望有無を聞く

疲労蓄積度が高い場合、産業医から重ねて面談を推奨
＆

申出者に面談を実施

産業医の意見を踏まえて措置を実施
＆

実施した措置を産業医に報告

超過が判明
したら

疲労蓄積度
調査後

面談後
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疲労蓄積度調査が改訂！（令和5年4月4日 基安労発0404-1）

2.長時間労働者への対応

令和5年4月4日 基安労発0404-1, 「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト」等の周知についてより抜粋・一部改変

「食欲」の質問が追加され、点数の判定が変更に
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疲労蓄積度調査が改訂！（令和5年4月4日 基安労発0404-1）

2.長時間労働者への対応

令和5年4月4日 基安労発0404-1, 「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト」等の周知についてより抜粋・一部改変

項目が大幅に追加
（ストレスチェックに近い）
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疲労蓄積度調査が改訂！（令和5年4月4日 基安労発0404-1）

2.長時間労働者への対応

令和5年4月4日 基安労発0404-1, 「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト」等の周知についてより抜粋・一部改変

「産業医等に相談」が明記

→疲労蓄積度2点以上は面談が望ましい
（勤務の状況>6点 or 勤務の状況>1点かつ自覚症状＞8点）

４．疲労蓄積予防のための対策

（略）疲労蓄積度の点数が２～７の人は、

疲労が蓄積されている可能性があり、

チェックリストの２に掲載されている

“勤務の状況”の項目（点数が１または３）

の改善が必要です。（略）

勤務の状況を改善するよう

上司や産業医等に相談してください。（略）

あなたの時間外・休日労働時間が

月45時間を超えていれば、是非、

労働時間の短縮を検討してください。
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